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7 4 24 奈良市長選挙及び奈良市議会議員選挙における不在者投票の記載場所 

7 4 25 奈良市長選挙における開票事務 

7 4 26 奈良市議会議員選挙における開票事務 
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任 

7 4 28 奈良市長選挙における選挙長等の選任 

7 4 29 奈良市議会議員選挙における選挙長等の選任 

7 4 30 奈良市長選挙における選挙会の日時等 

7 4 31 奈良市議会議員選挙における選挙会の日時等 

7 4 32 奈良市長選挙における候補者の１人につき支出することができる選挙運動に関す

る支出金額の制限額 

7 4 33 奈良市議会議員選挙における候補者の１人につき支出することができる選挙運動

に関する支出金額の制限額 

7 4 1(※1) 奈良市長選における選挙長の印 

7 4 2(※1) 奈良市長選における選挙長の事務取扱場所 

7 4 3(※1) 奈良市長選挙における選挙立会人を定めるくじを行う日時等 

7 4 4(※1) 奈良市長選挙における候補者 

7 4 1(※2) 奈良市議会議員選挙における選挙長の印 

7 4 2(※2) 奈良市議会議員選挙における選挙長の事務取扱場所 
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7 12 34 奈良市長選挙における当選人 

7 12 35 奈良市議会議員選挙における当選人 

  (※1) 奈良市長選挙選挙長告示 

  (※2) 奈良市議会議員選挙選挙長告示 
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月 日 番号 件 名 
 

7 7 7 農業委員会総会の招集 
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告   示 

奈良市告示第 371号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第 10条第 3項の規定により利用者又は

所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、奈良市自転車等の安全利用に関する条例施行規則（昭

和59年奈良市規則第35号）第 5条の規定により告示する。 

 令和 3年7月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 処分の根拠 

移動日から 60日経過したにもかかわらず、引取りがないため。 

2 処分対象自転車等の保管場所 

奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

3 処分年月日 

令和 3年7月1日 

4 処分対象自転車等の移動年月日 

令和 2年12月4日、同月8日、同月 11日、同月15日及び同月 18日 

（令和3年7月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 372号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 41条第 1項の規定により、指定居宅サービス事業者を指定したので、同

法第78条第1号の規定により公示する。 

令和 3年7月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和3年7月 1日 

事業所番号 
サービスの 

種類 

事業者 事業所 

名称 住所 名称 住所 

2970108573 通所介護 合同会社再美 
奈良市南肘塚町

220-1 

デイサービス奈

良の森 

奈良市南肘塚町

220-1 

2970108581 訪問介護 
合同会社ほほえ

み 

奈良市杉ヶ町 35-

2 中田ビル201 

訪問介護ほほえ

み 

奈良市杉ヶ町35-

2 中田ビル201 

（令和3年7月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 373号 

  令和 3年奈良市告示第210号（予防接種の実施）の一部を次のように改正する。 

 令和3年7月 1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

別紙1の表中 

「                  

 植村 武博 植村医院  般若寺町170  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   を 

                」  

「                  

 植村 武博 植村医院  般若寺町170  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○   に、 

 

「                  

 
西脇 英樹 西脇クリニック 

東紀寺町二

丁目7-13 
        ○    

 
を 

                」  
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」 

「                  

 
西脇 英樹 西脇クリニック 

東紀寺町二

丁目7-13 
        ○    

 
 

 西脇 知永 西脇内科医院 神功37-29 ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○  ○   に、 

 

「                  

 
前田 米造 前田医院 

西新在家町 

2-6 
   ○ ○        

 
を 

                」  

「                  

 
前田 米造 前田医院 

西新在家町 

2-6 
   ○ ○    ○   

  
に、 

                  

別紙2の表中 

「                  

 
江川 信一 

江川内科消化器

科医院  

杉ヶ町11-2 杉ヶ中町ビ

ル1F  
24-9055 

 を 

   

 
江崎 友通 

江崎内科外科医

院  
神功三丁目7-29  71-3336 

   

             」     

「                  

 
江川 信一 

江川内科消化器

科医院  

杉ヶ町11-2 杉ヶ中町ビ

ル1F  
24-9055  に、 

             」     

「                  

 西脇 英樹 西脇クリニック 東紀寺町二丁目7-13 27-3033  を    

             」     

「                  

 西脇 英樹 西脇クリニック 東紀寺町二丁目7-13 27-3033      

 西脇 知永 西脇内科医院 神功3-7-29 71-3336  に改める。 

     」  

（令和3年7月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 374号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第123号）第29条第1項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第 51条第1号の規定に基づき告示する。 

令和 3年7月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和3年6月 1日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービ

ス種類 

指定 

有効期限 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2910103304 

合同会社

ディアフ

ォレスト 

630-8131 

奈良県奈

良市大森

町289番

地 

居宅介護

しかのも

り 

631-0015 

奈良市学

園朝日元

町一丁目

507-6 

行動援

護 

令和9年

5月31日 

2910103312 株式会社 632-0004 奈良県天 訪問介護 631-0011 奈良市押 同行援 令和9年
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今嘉 理市櫟本

町765番

地 

ステーシ

ョン縁 

熊町 2211

エスポワ

ール東登

美ヶ丘Ａ

棟101号 

護 5月31日 

（令和3年7月2日掲示済） 

 

奈良市告示第 375号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第123号）第29条第1項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者を指定（更新）したので、同法第 51条第1号の規定に基づき告示する。 

令和 3年7月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定更新年月日 令和3年 6月1日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービ

ス種類 

指定 

有効期限 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2910102397 

特定非営

利活動法

人ならサ

ポートワ

ークラボ 

631-0803 

奈良県奈

良市山陵

町110-7 

ワークラ

ボ 
631-0803 

奈良県奈

良市山陵

町110-7 

就労移

行支援 

令和 9 年

5月31日 

2910100888 

社会福祉

法人なら

やま会 

630-8104 

奈良県奈

良市奈良

阪町

2532-3 

短期入所

事業わか

くさ 

630-8104 

奈良市奈

良阪町

249 

短期入

所 

令和 9 年

5月31日 

2910102389 

社会福祉

法人なら

やま会 

630-8104 

奈良県奈

良市奈良

阪町

2532-3 

生活介護

事業にじ

いろ 

631-0054 

奈良市石

木町715-

1 

生活介

護 

令和 9 年

5月31日 

2910101159 

社会福祉

法人ぷろ

ぼの 

630-8115 

奈良県奈

良市大宮

町三丁目

5-39第3

やまと建

設ビル

201号 

テクノパ

ークぷろ

ぼの新大

宮 

630-8115 

奈良市大

宮町三丁

目5-41 

就労移

行支援 

令和 9 年

5月31日 

（令和3年7月2日掲示済） 

 

奈良市告示第 376号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第123号）第29条第1項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者を廃止したので、同法第 51条第2号の規定に基づき告示する。 

令和 3年7月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和3年5月 31日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス 

種類 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2910100649 
有限会社在

宅介護サー
631-0811 

奈良県奈良

市西大寺国

在宅介護サ

ービスラブ 
630-8001 

奈良県奈良

市法華寺町

居宅介護・

重度訪問介
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ビスラブ 見町1-7-

20-601 

1376 フル

ール一条

202 

護・同行援

護 

2910101142 
株式会社う

さぎ 
630-8435 

奈良県奈良

市八島町

270番地の

25 

訪問介護セ

ンターうさ

ぎ 

630-8435 

奈良県奈良

市八島町

270番地の

25 

居宅介護・

重度訪問介

護・同行援

護 

（令和3年7月2日掲示済） 

 

奈良市告示第 377号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第 123号）第 51条の 17第 1項第

1号に規定する指定特定相談支援事業者を廃止したので、同法第 51条の30第2項第2号の規定に基づき告示する。 

令和 3年7月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和3年5月 31日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス 

種類 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2930100694 
株式会社う

さぎ 
630-8435 

奈良県奈良

市八島町

270番地の

25 

訪問介護セ

ンターうさ

ぎ 

630-8435 

奈良県奈良

市八島町

270番地の

25 

計画相談支

援 

（令和3年7月2日掲示済） 

 

奈良市告示第 378号 

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第 24条の 26第 1項第 1号に規定する指定障害児相談支援事業者を廃止し

たので、同法第 24条の37第2号の規定に基づき告示する。 

令和 3年7月2日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和3年5月 31日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス 

種類 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2970101180 
株式会社う

さぎ 
630-8435 

奈良県奈良

市八島町

270番地の

25 

訪問介護セ

ンターうさ

ぎ 

630-8435 

奈良県奈良

市八島町

270番地の

25 

障害児相談

支援 

（令和3年7月2日掲示済） 

 

奈良市告示第 379号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第 1項の規定により告示する。 

 令和 3年7月5日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 3年7月5日 

3 移動対象区域 
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 近鉄大和西大寺駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費自転車  2,000円 

   原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費     1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和3年7月5日掲示済） 

 

奈良市告示第 380号 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和 3年7月5日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和3年5月14日 奈良市指令整開 第20Ａ-36号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

開発行為 令和3年7月5日 第1774号 

3 開発区域に含まれる地域 

奈良市六条二丁目1121番、1131番6及び1294番 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

奈良市六条三丁目1番15号 

株式会社 ＨＳＧ 代表取締役 川西 弘泰 

（令和3年7月5日掲示済） 

 

奈良市告示第 381号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第123号）第29条第1項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者より指定の申請があったので、同法第 36条第 1項の規定により指定した。このこと

について、同法第 51条第1号に基づき告示する。 

令和 3年7月6日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和3年7月 1日 

事業所番号 

事業者 事業所 
サービ

ス種類 

指定 

有効期限 名称 
郵便 

番号 
住所 名称 

郵便 

番号 
住所 

2920100480 
社会福祉

法人こま

630-

8042 

奈良県奈良

市西ノ京町
奈七彩 

631-

0052 

奈良市中町

504番地 

共同生

活援助 

令和9年

6月30日 



令和 3年 8月 2日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 53号 

－ 9 － 

どり会 155-1 

2910103403 
合同会社

はっぴぃ 

632-

0032 

奈良県天理

市杣之内町

926-1秀英

荘7号室 

とんぼ 
632-

0251 

奈良市針町

3822番 1 

生活介

護 

令和9年

6月30日 

（令和3年7月6日掲示済） 

 

奈良市告示第 382号 

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者より指定の申

請があり、同法第 21条の5の15第1項の規定により指定した。このことについて、同法第 21条の5の25第1号の

規定に基づき告示する。 

令和 3年7月6日 

奈良市長 仲 川 元 庸   

1 指定年月日 令和3年7月 1日 

事業所番号 

事業者 事業所 
サービ

ス種類 

指定 

有効期限 名称 
郵便 

番号 
住所 名称 

郵便 

番号 
住所 

2950170775 
株式会社

GOODY 

631-

0041 

奈良県奈良

市学園大和

町3-213 

こども発達

支援教室

Goody 

631-

0041 

奈良市学園

大和町 3-

213 

保育所

等訪問

支援 

令和9年

6月30日 

2950161287 

独立行政

法人国立

病院機構

奈良医療

センター 

630-

8053 

奈良県奈良

市七条二丁

目789番地 

独立行政法

人国立病院

機構奈良医

療センター

「ぽかぽ

か」 

630-

8053 

奈良市七条

二丁目 789

番地 

居宅訪

問型児

童発達

支援 

令和9年

6月30日 

（令和3年7月6日掲示済） 

 

奈良市告示第 383号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第123号）第29条第1項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者より指定（更新）の申請があり、同法第 41条第1項の規定により指定（更新）した。

このことについて、同法第51条第 1号に基づき告示する。 

令和 3年7月6日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定更新年月日 令和3年 7月1日 

事業所番号 

事業者 事業所 
サービ

ス種類 

指定 

有効期限 名称 
郵便 

番号 
住所 名称 

郵便 

番号 
住所 

2910102371 

合同会社

リカバリ

ー 

630-

8101 

奈良県奈良

市青山五丁

目2番37号 

ヘルパース

テーション

リカバリー 

630-

8101 

奈良市青山

五丁目 2番

37号 

居宅介

護 

重度訪

問介護 

令和9年

6月30日 

2910102405 

社会福祉

法人奈良

県手をつ

なぐ育成

会 

635-

0154 

奈良県高市

郡高取町大

字観覚寺

1382番地 

はなばたけ 
630-

8113 

奈良市法蓮

町350番1 

短期入

所 

令和9年 

6月30日 
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（令和3年7月6日掲示済） 

 

奈良市告示第 384号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第123号）第29条第1項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者より、同法第 46条第2項の規定による事業の廃止の届出があったので、同法第 51条

第2号に基づき告示する。 

令和 3年7月6日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和3年6月 10日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス 

種類 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2910101894 

株式会社

ハートケ

ア 

631-0061 

奈良県奈良

市三碓三丁

目3番32号

ジョイハウ

スＡ棟102

号 

株式会社

ハートケ

ア 

631-0061 

奈良県奈良

市三碓三丁

目 3番32号

ジョイハウ

スＡ棟102

号 

居宅介護 

重度訪問介

護 

行動援護 

2 廃止年月日 令和3年7月 1日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス 

種類 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2910100169 
医療法人

岡谷会 
630-8325 

奈良県奈良

市西木 町

200 

岡谷会ホ

ームヘル

プステー

ション高

畑 

630-8301 
奈良市高畑

町95-1 

居宅介護 

重度訪問介

護 

行動援護 

同行援護 

2910100169 
医療法人

岡谷会 
630-8325 

奈良県奈良

市西木 町

200 

岡谷会ホ

ームヘル

プステー

ション新

大宮 

630-8114 
奈良市芝

町4-7-2 

居宅介護 

重度訪問介

護 

行動援護 

同行援護 

（令和3年7月6日掲示済） 

 

奈良市告示第 385号 

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者より、同法第

21条の5の20第4項の規定による事業の廃止の届出があったので、同法第 21条の5の 25第2号の規定に基づき告

示する。 

令和 3年7月6日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和3年6月 30日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス

種類 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2950161402 

特定非営

利活動法

人ともに 

630-8101 

奈良県奈良

市青山八丁

目104番地 

すくすく 630-8101 
奈良市青山八

丁目 104番地 

保育所等

訪問支援 

居宅訪問

型児童発

達支援 

（令和3年7月6日掲示済） 
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奈良市告示第 386号 

 自動車臨時運行許可番号標番号を失効したので、次のとおり告示する。 

 令和 3年7月7日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

自動車臨時運行 

許可番号標番号 
失効年月日 許可を受けた者の住所・氏名 許可年月日 

奈良 2347 令和 3年7月7日 省略 令和2年2月13日 

奈良 2390 令和 3年7月7日 省略 令和2年2月18日 

奈良 2432 令和 3年7月7日 省略 令和2年2月28日 

奈良 2395 令和 3年7月7日 省略 令和2年3月11日 

奈良 2425 令和 3年7月7日 省略 令和2年7月22日 

（令和3年7月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 387号 

都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 63条第 2項の規定に準用する同法第 62条第 1項の規定により次の都市

計画事業認可に係る図書の写しの送付を受けたので、同条第 2項の規定により次の場所で公衆の縦覧に供する。 

 令和 3年7月7日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 都市計画事業の種類及び名称 

 大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）都市高速鉄道事業 

 1号 西日本旅客鉄道関西線 

2 縦覧場所 

 奈良市二条大路南一丁目1番 1号 

奈良市役所 都市整備部 都市計画課 

（令和3年7月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 388号 

都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 63条第 2項の規定に準用する同法第 62条第 1項の規定により次の都市

計画事業認可に係る図書の写しの送付を受けたので、同条第 2項の規定により次の場所で公衆の縦覧に供する。 

 令和 3年7月7日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 都市計画事業の種類及び名称 

 大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）道路事業 

 3・3・100号 西九条佐保線 

3・4・108号 大森高畑線 

1・4・3号 京奈和自動車道（大和北道路） 

2 縦覧場所 

 奈良市二条大路南一丁目1番 1号 

奈良市役所 都市整備部 都市計画課 

（令和3年7月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 389号 

都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 63条第 2項の規定に準用する同法第 62条第 1項の規定により次の都市

計画事業認可に係る図書の写しの送付を受けたので、同条第 2項の規定により次の場所で公衆の縦覧に供する。 

 令和 3年7月7日 

奈良市長 仲 川 元 庸  
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1 都市計画事業の種類及び名称 

 大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）道路事業 

 7・6・102号 JR高架側道4号線 

2 縦覧場所 

 奈良市二条大路南一丁目1番 1号 

奈良市役所 都市整備部 都市計画課 

（令和3年7月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 390号 

 奈良市住居表示に関する条例（昭和 42年奈良市条例第21号）第3条の規定により、次のとおり、住居番号を設定

したので、同条第 4項の規定により告示する。 

 令和 3年7月8日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

住居番号をつけた建造物の表示 

二条町三丁目 6番23号 帝塚山一丁目17番9号  

学園南二丁目 15番2号 学園緑ヶ丘三丁目21番19号  

帝塚山二丁目 14番7号 西登美ヶ丘三丁目7番11号  

疋田町三丁目 3番45-2号   

六条西二丁目 9番16号   

西登美ヶ丘六丁目 9番5号   

六条二丁目 6番16号   

西登美ヶ丘七丁目 11番12号   

二条町三丁目 4番16号   

秋篠三和町二丁目 7番26号   

富雄元町三丁目 1番34-3号   

若葉台二丁目 3番25号   

百楽園四丁目 8番2号   

二条町三丁目 5番22号   

西大寺国見町一丁目 8番12号   

富雄元町二丁目 6番5号   

西登美ヶ丘六丁目 13番16号   

法蓮佐保山一丁目 4番33号   

平松一丁目 10番3号   

（令和3年7月8日掲示済） 

 

奈良市告示第 391号 

 奈良市住居表示に関する条例（昭和 42年奈良市条例第21号）第3条第3項の規定により、次のとおり住居番号を

変更したので、同条第 4項の規定により告示する。 

 令和 3年7月8日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更する住居番号 

 住居番号を変更した建造物の表示 

変 更 前 東登美ヶ丘一丁目 12番9号 

変 更 後 東登美ヶ丘一丁目 12番8号 

（令和3年7月8日掲示済） 

 

奈良市告示第 392号 
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 狂犬病予防法（昭和 25年法律第 247号）第 6条第 1項の規定により、下記のとおり飼育者不明の犬を収容しまし

たので、同法第 6条第8項の規定により公示します。 

令和 3年7月8日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

記 

収容日時：令和 3年7月7日 14時00分 

場  所：杏町 

種  類：柴犬 

毛  色：茶 

性  別：オス 

推定年齢：8才 

体  格：中 

備  考：革製緑色首輪 

（令和3年7月8日掲示済） 

 

奈良市告示第 393号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第 1項の規定により告示する。 

 令和 3年7月9日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 3年7月9日 

3 移動対象区域 

 近鉄学園前駅周辺、近鉄富雄駅周辺及び近鉄西ノ京駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費自転車  2,000円 

   原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費     1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和3年7月9日掲示済） 

 

奈良市告示第 394号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第 1項の規定により告示する。 

 令和 3年7月12日 

奈良市長 仲 川 元 庸  
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1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 3年7月12日 

3 移動対象区域 

 ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費自転車  2,000円 

   原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費     1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 3年7月12日掲示済） 

 

奈良市告示第 395号 

 国税徴収法（昭和 34年法律第 147号）第81条の規定に基づく差押解除通知書については、その送達を受けるべき

者の住所等が不明のため送達することができないので、地方税法（昭和 25年法律第226号）第20条の2第1項の規

定により、次のとおり公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、総務部滞納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば

いつでも交付する。 

 令和 3年7月12日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 送達をすべき文書 

  差押解除通知書 

2 送達を受けるべき者 

 省略 

（令和 3年7月12日掲示済） 

 

奈良市告示第 396号 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和 3年7月14日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和3年3月23日 奈良市指令整開 第20Ａ-37号 

令和3年6月24日 奈良市指令整開 第20Ａ-37-1号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

開発行為 令和3年7月14日 第1775号 
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公共施設 令和3年7月14日 第878号 

3 開発区域に含まれる地域 

奈良市東笹鉾町30番、31番及び 32番の一部 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

奈良市登美ヶ丘二丁目1番24号 

 河合 衞 

5 公共施設の種類、位置及び区域 

道 路：奈良市東笹鉾町30番の一部、31番の一部及び32番の一部 

（令和 3年7月14日掲示済） 

 

奈良市告示第 397号 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第54条の2第1項の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次

のとおり指定したので、同法第 55条の3の規定により告示する。 

 令和 3年7月14日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

指定介護機関 

施設又は実施する事業の種類 指定年月日 
名称 所在地 

開設者 

名称 主たる事務所の所在地 

自立生活センター・サ

ポート 24 

奈良県奈良市法蓮町 

1027-1 若草ハイツ1階 

居宅 訪問介護 
令和3年 

7月1日 
特定非営利活動法人 

自立生活センター・サ

ポート 24 

奈良県奈良市法蓮町 

1027-1 若草ハイツ1階 

（令和 3年7月14日掲示済） 

 

奈良市告示第 398号 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第54条の2第1項の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次

のとおり指定したので、同法第 55条の3の規定により告示する。 

 令和 3年7月14日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

指定介護機関 

施設又は実施する事業の種類 指定年月日 
名称 所在地 

開設者 

名称 主たる事務所の所在地 

デイサービス 

奈良の森 

奈良県奈良市南肘塚町 

220-1 居宅 通所介護 

通所型サービス（独自） 

令和3年 

7月1日 
合同会社再美 

奈良県奈良市南肘塚町 

220-1 

訪問介護ほほえみ 
奈良県奈良市杉ヶ町 35-2 中田

ビル 201 居宅 訪問介護 

訪問型サービス（独自） 

令和3年 

7月1日 
合同会社ほほえみ 

奈良県奈良市杉ヶ町 35-2 中田

ビル 201 

（令和 3年7月14日掲示済） 

 

奈良市告示第 399号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区
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域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第 1項の規定により告示する。 

 令和 3年7月15日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 3年7月15日 

3 移動対象区域 

 ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費自転車  2,000円 

   原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費     1,000円（ただし、移動日から14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 3年7月15日掲示済） 

 

奈良市告示第 400 号 

  令和 3年奈良市告示第210号（予防接種の実施）の一部を次のように改正する。 

 令和3年7月15日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

別紙1の表中 

「                  

 
山本 和邦 やまもと小児科 

朱雀六丁目 

9-5 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
 

 

山本 敏朗 山本内科医院 

三条本町9- 

1 三条通ガー

デンハイツ

1F 

 

○ 

 

○ ○ ○ 

   

○ 

   
 

 

を 

                」  

「                  

 
山本 和邦 やまもと小児科 

朱雀六丁目 

9-5 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 
に、 

                」  

別紙2の表中 

「                  

 山本 和邦 やまもと小児科 朱雀六丁目9-5 72-0055 
を 
    

 山本 敏朗 山本内科医院 三条本町9-1 三条通ガー 34-5577     
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デンハイツ1F 

             」     

「                  

 山本 和邦 やまもと小児科 朱雀六丁目9-5 72-0055  に改める。 

             」     

（令和 3年7月15日掲示済） 

 

奈良市告示第 401号 

 令和 3年 7月 14日付けで専決処分した次に掲げる予算の要領を地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 219条第

2項の規定により別紙のとおり公表する。 

 令和 3年7月15日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 令和3年度奈良市一般会計補正予算（第 5号） 
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（令和 3年7月15日掲示済） 

 

監   査 

奈良市監査委員告示第 11号 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第199条第4項の規定により定期監査を実施したので、その結果を同条第 9

項の規定により公表します。 

令 和 3 年 7 月 1 日 

奈良市監査委員 東 口 喜代一  

同       中 本   勝  

同       山 本 憲 宥  

同       伊 藤   剛  

奈 監 第 3 3 号  

令 和 3 年 7 月 1 日 

奈良市長 仲 川 元 庸 様 

奈良市議会議長 三 浦 敎 次 様 

奈良市監査委員 東 口 喜代一  

同       中 本   勝  

同       山 本 憲 宥  

同       伊 藤   剛  

定期監査の結果について 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第199条第4項の規定により定期監査を実施したので、その結果を同条第 9

項の規定により報告します。 

1 監査対象 

危機管理監  危機管理課 

総合政策部  秘書広報課 人事課 

総務部    総務課（保健所・教育総合センター管理室を含む。） 

  法務ガバナンス課 市民税課 資産税課 

福祉部    保護課 長寿福祉課 福祉医療課 

子ども未来部 保育総務課 保育所・幼稚園課 

観光経済部  観光戦略課 奈良町にぎわい課 

公平委員会事務局 

2 監査期間 

令和 3年4月8日から令和3年6月28日まで 

3 監査方法 

令和2年度の財務に関する事務の執行について、あらかじめ求めた令和 3年2月末日現在の資料に基づき、地方

自治法第 199条第2項の趣旨も踏まえ、関係職員からの事情聴取とともに、関係書類の通査、照合等を行う方法で

監査を実施した。 

4 監査結果 

監査した財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的に執行されているものと認められたが、一部において改

善を要する事例が見受けられたので、その措置を講じられたい。 

なお、指摘事項について措置を講じた場合は、地方自治法第 199条第 14項の規定に基づき、その旨を通知され

たい。 

  危機管理監 

危機管理課 

【意見】補助金交付団体における支払等の会計事務を市が担うことについて 

奈良地区防犯協議会及び奈良西地区防犯協議会（以下「協議会」という。）に対する補助金について、交

付する側の危機管理課が交付を受ける側の協議会の会計事務を担っている。 
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協議会において経費を支出する場合は、協議会の事務局（奈良警察署及び奈良西警察署）において見積書を

徴取し、支出伺により警察署長決裁を経て発注、納品、検収した後、危機管理課が支払手続のみを行ってい

る。 

このような関係性においては、補助事業に関わる経費の支出が交付目的に沿って適正に行われているか

を危機管理課がチェックする際に、その判断が甘くなる危険性は拭いきれず、公正な補助金交付の審査に

支障が生じるおそれがある。また、支払手続のみを危機管理課が担うことの合理的な理由は見当たらない。 

よって、危機管理課が補助金交付団体である協議会の会計事務を担うことについては見直しを図られた

い。 

総合政策部 

 人事課 

【意見】審議会等の委員に対する費用弁償について 

     市の附属機関である審議会等の委員が会議に出席した場合に、費用弁償を支給している事例と支給してい

ない事例があった。 

     この要因は、奈良市報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 27年奈良市条例第 30号）第3条に「職務のた

め旅行したとき」と規定されているが、委員が会議に出席した場合における取扱いの解釈が統一されてい

ないためと考えられる。 

条文の解釈が明確になるよう同条例の見直しなど対応策を検討されたい。 

総務部 

  市民税課 

【意見】レジスターの操作ミス時の処理及び税証明等交付後のキャンセル時の現金の返還に関する処理につ

いて 

窓口で税証明等を交付した際の証明手数料、自動車臨時運行許可手数料、標識貸付手数料及び標識弁償

金（以下「手数料等」という。）の現金の集計方法について実査したところ、一部改善すべきと思われる点

があった。 

窓口で収納された手数料等は、一日分の交付枚数と、打ち出されたレジスターのジャーナルにより集計

し、金額が合致しているか確認される。 

レジスターの操作ミスにより誤って入力してしまった手数料等の金額を取り消す場合は、誤入力で出力

されたレシートを当日の終業後まで保管し、集計の最終段階でまとめて減額処理を行い、当該レシートは

処理後廃棄されていた。 

誤入力で出力されたレシートは減額処理を行う根拠となるものであり、ジャーナルだけでは、いつ、誰の

操作によって誤入力があったのか、確かに誤入力であったのかを確認できないため、レジスターの減額処

理が誤入力によるものであることを事後に検証可能となるよう、当該レシートにレジスターの操作担当者

名を記すなどした上、てん末の記録とともにこれを保存すべきである。 

また、税証明等の交付後のキャンセルなどにより手数料等を返金した場合、返還された税証明等は保管

しているものの、申請者の返金受領書を徴取する決まりになっていなかった。 

現金の取扱いに着目すると、受領書は申請者に返金した証拠となるものであるため、これを徴取すべき

である。 

福祉部 

 保護課 

 生活保護システム・中国残留邦人等支援システム賃貸借契約について、関係書類を査閲したところ、シス

テムの保守が契約に含まれており、受注者とは異なる業者が保守を行っていたが、契約書に再委託に関する

定めはなく、書面による再委託の承諾行為も行われていなかった。 

書面による手続がなされていなければ、再委託先において個人情報の取扱いに事故があった場合等に、責

任の所在が不明確となるため、再委託については、契約書中に規定した上で、書面により承諾行為を行われ

たい。 

福祉医療課 

 後期高齢者医療保険料納入通知書等の印刷業務において、「指定納期対応のため奈良市近郊で作業を行うた

め」との理由で、業務の一部が第三者へ再委託されていた。また、後期高齢者の所得金額、保険料額等の重要
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な個人情報を取り扱う業務であることから、仕様書においてプライバシーマーク等の認証を受けていること

を入札条件としており、再委託をする場合においても再委託先に同様の条件を求めている。しかし、所管課

は再委託承認審査時に、再委託先におけるこの認証の有無を確認していなかった。 

受注者よりも再委託先の方が納品場所に近いことをもって、再委託をする理由にはならないと考える。ま

た、印刷発注は契約課において指名競争入札を執行しているため、資格要件は指名業者選定の際に契約課が

確認しているが、再委託先の資格要件については契約課では確認ができない。結果として再委託先もプライ

バシーマークの認証を受けていたものの、本来、再委託承認審査時に所管課において確認を行う必要がある。 

以上のことから、受注者から再委託承認申請書が提出された際には、所管課は、印刷製本契約書別記の奈

良市個人情報取扱特記事項第 7条第 3項の「申請内容が適正であると認めるとき」に該当するかどうかを適

正に審査した上で、承認すべきかどうかの意思決定を行われたい。 

子ども未来部 

 保育所・幼稚園課 

公立・私立保育所措置費自己負担金及び幼稚園費使用料（保育料）において、令和元年度決算における収

入未済額と令和2年度当初における滞納繰越の調定額が一致していなかった。 

これは、所管課で収入金の管理に利用している「子ども・子育て支援業務システム」が、平成 31年4月か

ら新システムに切り替わったことに伴って誤びゅうが発生したことによるものであるが、そもそも、所管課

において滞納繰越の調定を行う際に、前年度決算の収入未済額と当年度の調定額は一致するべきという認識

がなかったことが原因であると考えられる。 

滞納繰越の調定は、前年度決算の収入未済額が確定した後、その額をもって行うものであることから、所

管課は、収入未済額と調定額が一致しているかどうかの確認を確実に行った上で事務処理を行われたい。 

観光経済部 

 奈良町にぎわい課 

奈良市ならまち振興館事業用地及び奈良市京終駅観光案内所の貸付については、それぞれ平成 27年2月及

び平成 31年 4月に 10年間の貸付期間を設けて契約されている。このため、令和 2年度の貸付収入の債権額

は、年度当初である令和 2年 4月 1日に確定していた。ところが、この債権に関する調定手続が令和 3年 3

月31日に行われており、また、納入通知書の発行日が令和 3年4月1日となっていた。 

調定手続がいつまでも行われないままであると、市の会計上、債権額を認識できない状態が長く続くこと

になり不適当である。また、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 142条第 1項第 2号の規定によ

れば、歳入の会計年度は納入通知書を発した日の属する年度に区分される。このため、令和 2 年度に属すべ

き歳入の納入通知書を令和3年4月1日に発行したのは明らかに誤りである。 

所管課は、奈良市会計規則（昭和 40年奈良市規則第 1号）第 11条に基づき、納入すべき金額等を確認し

たときに調定手続を行うとともに、本来の会計年度に属する適正な日付で納入通知書を発行されたい。 

また、奈良市奈良町南観光案内所運営委託事業及びにぎわい創出施設の運営事業に関する契約において、

南観光案内所 B 棟で得た収益にかかる納付金について規定されているが、当該納付金についても前述と同様

の取扱いがなされていた。併せて適正に事務処理を行われたい。 

【意見】転害門前駐車場の定期券における使用料収入の確認について 

前回の監査でも指摘したが、収納事務を指定管理者に委託している転害門前駐車場使用料について、定

期券の販売枚数を、指定管理者が作成した報告書でしか確認していなかった。 

所管課は、公金である使用料の収納事務を委託していることを十分に認識し、定期券の申込書及び指定

管理者が利用者に発行した領収書の控えなどに基づき販売枚数を把握した上で、駐車場使用料の入金額と

突合し、使用料の収納状況を適切に把握するよう努められたい。 

【複数課にわたる共通意見】 

市が支出する補助金等において、領収書の原本確認がなされていない事例が複数課において見受けられ

たため、以下のとおり意見を述べる。 

ア 精算が必要な補助金等について 

補助金交付団体からの補助事業実績報告時に、所管課は収支決算書を徴取しているが、外部証拠資料で

ある領収書の原本との突合による計数確認を行っていない事例が見受けられた。また、精算条項付きの委

託料においても同様の状況であった。 



令和 3年 8月 2日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 53号 

－ 23 － 

収支決算書が正確に作成されているかを適正に審査するため、実績報告の際には収支決算書に加えて領

収書の原本提示を求め、補助金等が対象経費に確実に支出されたかどうかを確認し、その上で収支決算書

と領収書の原本とを突合する必要がある。併せて、事後の説明責任を担保するため、原本確認を実施した

手続を内部資料として保存されたい。また、他の補助金等への領収書の転用を防止するため、当該補助金

等の対象となった旨を領収書の原本に記した上で返却されたい。 

イ 一定の条件を満たす建物の改修等及び物品の購入に対する補助金について 

補助金交付申請者に対し領収書の写しの提出は求めているものの、原本を確認していない事例が見受け

られた。 

当該費用が確実に支出されたかを適正に審査するため、領収書の原本を受領するか、若しくは、写しを

受領する場合は原本と相違ないか確認する必要がある。併せて、原本を返却する場合においては、事後の

説明責任を担保するため、領収書の写しに原本確認した旨を記されたい。また、他の補助金への領収書の

転用を防止するため、当該補助金等の対象となった旨を領収書の原本に記した上で返却されたい。 

（令和3年7月1日掲示済） 

 

公 営 企 業    

奈良市企業局告示第 31号 

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水道法（昭和 33年法律第79号）第 9条の規定に基づき次の

とおり告示する。 

 なお、その関係図書は、令和 3年7月1日から2週間、奈良市企業局事業部下水道事業課において一般の縦覧に供

する。 

 令和 3年7月1日 

奈良市公営企業管理者  池 田   修  

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日 

 令和 3年7月15日 

下水を排除及び下水を処

理すべき区域 
排水施設の位置 

排水施設の合流式又は分

流式の別 

終末処理場の位置及び名

称 

中山町143-1 他 ① 分流 

大和郡山市額田部南町

160奈良県浄化センター 

中町506-1 他 ② 分流 

大森西町地内 ③ 分流 

北之庄町637-4 ④ 分流 

法華寺町924の一部 ⑤ 分流 

敷島町一丁目547-37 ⑥ 分流 

三松二丁目265-3 他 ⑦ 分流 

位置図省略 

（令和3年7月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 32号 

奈良市排水設備指定工事店の指定をしたので、奈良市排水設備指定工事店等に関する規程（平成 26 年奈良市企業

局管理規程第 4号）第10条の規定により、次のとおり告示する。 

令和3年7月5日 

奈良市公営企業管理者  池 田   修  

1 指定年月日 

 令和 3年6月30日 

2 指定工事店 

指定番号 店舗の所在地 会社名又は商号 代表者又は氏名 

第490号 
奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺南 1

丁目1番26号 
株式会社 山下設備 代表取締役 山下 和夫 
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第491号 
奈良県生駒郡三郷町立野南1丁

目7番23号 
北門設備 北門 淳一 

第492号 
奈良市あやめ池南六丁目 7 番

21-403号 
サカモト水道 阪本 誕久 

第493号 奈良市西九条町二丁目6-22 天野工業 天野 元 

第494号 奈良県 城市北花内 546 株式会社 大和水道工業 代表取締役 中井 秀夫 

第495号 奈良市三碓三丁目 2-20-1 𠮷永設備 𠮷永 陽水 

第496号 
奈良県橿原市菖蒲町 3丁目 12-

3-2 
光翔設備 伴井 憲 

第497号 奈良県桜井市外山 900-1 ヒロセ設備 廣瀬 武司 

（令和3年7月5日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 33号 

 奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成 10年奈良市水道局管理規程第 7号）第 4条第 1項の規定により

奈良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規程第 10条の規定により次のとおり公示する。 

 令和 3年7月5日 

奈良市公営企業管理者  池 田   修  

名称 代表者氏名 所在地 指定日 

エバーリンクス株式

会社 

代表取締役 松本 

英隆 

大阪府大阪市西区南堀江四丁目 17番

18号 原田ビル 205 
令和3年6月23日 

（令和3年7月5日掲示済） 

 

選 挙 管 理 委 員 会 

奈良市選挙管理委員会告示第 10号 

 令和 3年7月3日現在における地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第74条第1項及び第 75条第1項並びに市町

村の合併の特例に関する法律（平成 16年法律第59号）第4条第1項及び第5条第1項に規定する選挙権を有する者

の総数の 50分の 1の数並びに市町村の合併の特例に関する法律第 4条第 11項及び第 5条第 15項に規定する選挙権

を有する者の総数の 6分の1の数並びに地方自治法第 76条第1項、第80条第1項、第 81条第1項及び第86条第1

項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 8条第 1項に規定する選挙権を有

する者の総数の 3分の1の数は、次のとおりです。 

令和 3年7月3日 

奈良市選挙管理委員会    

委員長 西久保 武 志  

50分の1の数 6,065人 

6分の1の数 50,539人 

3分の1の数 101,077人 

（令和3年7月3日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 11号 

 令和 3年 7月 11日執行予定の奈良市長選挙における奈良市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の

設置に関する条例（昭和 57年奈良市条例第 31号）第 1条の規定により設置した公営ポスター掲示場の設置場所は、

次のとおりです。 

 令和 3年7月3日 

奈良市選挙管理委員会    

委員長 西久保 武 志  

1 設置場所 別紙「奈良市公営ポスター掲示場設置場所一覧表」のとおり 
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（令和3年7月3日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 12号 

 令和 3年 7月 11日執行予定の奈良市議会議員選挙における奈良市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲

示場の設置に関する条例（昭和 57年奈良市条例第31号）第1条の規定により設置した公営ポスター掲示場の設置場

所は、次のとおりです。 

 令和 3年7月3日 

奈良市選挙管理委員会    

委員長 西久保 武 志  

1 設置場所 別紙「奈良市公営ポスター掲示場設置場所一覧表」のとおり 

別紙省略 

（令和3年7月3日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 13号 

令和３年７月１１日執行予定の奈良市長選挙及び奈良市議会議員選挙における奈良市役所期日前投票所、奈良市

立西部公民館期日前投票所、奈良市北部会館市民文化ホール期日前投票所、奈良市月ヶ瀬公民館期日前投票所、奈

良市都 行政センター期日前投票所、奈良県経済倶楽部ビル期日前投票所、ならファミリー期日前投票所、中畑町

公民館期日前投票所及び米谷町集会所期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を、次のとおり選任

しました。 

 令和3年7月3日 

              奈良市選挙管理委員会    

           委員長 西久保 武 志  

 投票管理者及びその職務代理者に選任しようとする者の氏名等 

別紙のとおり 
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（令和3年7月3日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 14号 

 令和 3年7月11日執行の奈良市長選挙における公職選挙法（昭和 25年法律第100号）第 175条第3項の規定によ

る候補者の氏名及び党派別を掲載する順序を定めるくじを、次の日時及び場所において行います。 

 令和 3年7月4日 

奈良市選挙管理委員会    

                      委員長 西久保 武 志  

1 日 時 令和3年7月4日 午後6時00分 

2 場 所 奈良市二条大路南一丁目 1番1号 

奈良市役所 北棟 6階 第601会議室 

（令和3年7月4日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 15号 

 令和 3年7月11日執行の奈良市議会議員選挙における公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第175条第3項の規

定による候補者の氏名及び党派別を掲載する順序を定めるくじを、次の日時及び場所において行います。 

 令和 3年7月4日 

奈良市選挙管理委員会    

                      委員長 西久保 武 志  

1 日 時 令和3年7月4日  午後6時20分 

2 場 所 奈良市二条大路南一丁目 1番1号 

奈良市役所 北棟 6階 第601会議室 

（令和3年7月4日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 16号 

令和 3年 7月 11日執行の奈良市長選挙における奈良市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関す

る条例（平成 3年奈良市条例第 1号）第 4条第 2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじを、

次の日時及び場所において行います。 

令和 3年7月4日 

 奈良市選挙管理委員会    

 委員長 西久保 武 志  

1 日 時 令和3年7月4日 午後6時10分 

2 場 所 奈良市二条大路南一丁目 1番1号 

      奈良市役所 北棟 6階 第601会議室 

（令和3年7月4日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 17号 

令和 3年 7月 11日執行の奈良市議会議員選挙における奈良市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行

に関する条例（平成 3年奈良市条例第 1号）第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるく

じを、次の日時及び場所において行います。 

令和 3年7月4日 

 奈良市選挙管理委員会    

 委員長 西久保 武 志  

1 日 時 令和3年7月4日 午後7時00分 

2 場 所 奈良市二条大路南一丁目 1番1号 

      奈良市役所 北棟 6階 第601会議室 

（令和3年7月4日掲示済） 
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奈良市選挙管理委員会告示第18号 

 奈良市長選挙を次のとおり行います。 

令和 3年7月4日 

奈良市選挙管理委員会    

委員長 西久保 武 志  

1 選挙の期日 令和3年7月 11日 

（令和3年7月4日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 19号 

 奈良市議会議員選挙を次のとおり行います。 

令和 3年7月4日 

奈良市選挙管理委員会    

委員長 西久保 武 志  

1 選挙の期日 令和3年7月 11日 

2 選挙すべき議員の数 39人 

（令和3年7月4日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 20号 

令和3年7月11日執行の奈良市長選挙に用いる投票用紙の色は、白色で文字は黒色とする。 

令和 3年7月4日 

奈良市選挙管理委員会    

委員長 西久保 武 志  

（令和3年7月4日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 21号 

令和 3年7月11日執行の奈良市議会議員選挙に用いる投票用紙の色は、クリーム色（薄い黄色）で文字は黒色と

する。 

令和 3年7月4日 

奈良市選挙管理委員会    

委員長 西久保 武 志  

（令和3年7月4日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 22号 

令和 3年7月11日執行の奈良市長選挙及び奈良市議会議員選挙における本市各投票区の投票所を、次のように設

けます。 

令和 3年7月4日 

奈良市選挙管理委員会    

委員長 西久保 武 志  
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奈良市選挙管理委員会告示第 23号 

 令和 3年 7月 11日執行の奈良市長選挙及び奈良市議会議員選挙における期日前投票所は、次の場所及び期間に設

けます。 

令和 3年7月4日 

奈良市選挙管理委員会    

委員長 西久保 武 志  

期日前投票所名 期日前投票所の場所 期    間 

奈良市役所期日前投

票所 

奈良市二条大路南一丁目 1番1号 

奈良市役所中央棟 1階正面玄関 

令和3年 7月5日から 

令和3年 7月10日まで 

（午前8時30分から午後8時まで） 

奈良市立西部公民館

期日前投票所 

奈良市学園南三丁目 1番5号 

奈良市立西部公民館第 2講座室（奈良市西部会館

5階） 

奈良市北部会館市民

文化ホール期日前投

票所 

奈良市右京一丁目 1番地の4 

奈良市北部会館市民文化ホール会議室 2・会議室

3（奈良市北部会館 3階） 

奈良市都 行政セン

ター期日前投票所 

奈良市都 白石町1026番地の1 

奈良市都 行政センター1階会議室 

奈良市立月ヶ瀬公民

館期日前投票所 

奈良市月ヶ瀬尾山 2815番地 

奈良市立月ヶ瀬公民館 1階多目的ホール 

令和3年 7月7日から 

令和3年 7月10日まで 

（午前9時から午後8時まで） 

奈良県経済倶楽部ビ

ル期日前投票所 

奈良市東向中町 6番地 

奈良県経済倶楽部ビル 3階会議室 

令和3年 7月5日から 

令和3年 7月10日まで 

（午前9時から午後8時まで） 

ならファミリー期日

前投票所 

奈良市西大寺東町二丁目 4番1号 

ならファミリー1階らくだ広場 

令和3年 7月5日から 

令和3年 7月10日まで 

（午前10時から午後8時まで） 

中畑町公民館期日前

投票所 

奈良市中畑町 280番地 

中畑町公民館 

令和3年 7月6日 

（午前9時から午前12時まで） 

米谷町集会所期日前

投票所 

奈良市米谷町 566番地の1 

米谷町集会所 

令和3年 7月6日 

（午後3時から午後7時まで） 

（令和3年7月4日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 24号 

令和 3年 7月 11日執行の奈良市長選挙及び奈良市議会議員選挙における不在者投票の記載場所を、次のとおり定

めます。 

令和 3年7月4日 

奈良市選挙管理委員会    

委員長 西久保 武 志  

不在者投票記載場所 期    間 

奈良市二条大路南一丁目1番 1号 

奈良市役所中央棟1階正面玄関 
令和3年7月5日から 

令和3年7月10日まで 

（午前8時30分から午後 8時まで） 

奈良市学園南三丁目1番5号 

奈良市立西部公民館第2講座室（奈良市西部会館 5階） 

奈良市右京一丁目1番地の4 

奈良市北部会館市民文化ホール会議室 2・会議室3（奈良市北
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部会館3階） 

奈良市都 白石町1026番地の 1 

奈良市都 行政センター1階会議室 

奈良市月ヶ瀬尾山2815番地 

奈良市立月ヶ瀬公民館1階多目的ホール 

令和3年7月7日から 

令和3年7月10日まで 

（午前9時から午後 8時まで） 

奈良市東向中町6番地 

奈良県経済倶楽部ビル3階会議室 

令和3年7月5日から 

令和3年7月10日まで 

（午前9時から午後 8時まで） 

奈良市西大寺東町二丁目4番 1号 

ならファミリー1階らくだ広場 

令和3年7月5日から 

令和3年7月10日まで 

（午前10時から午後 8時まで） 

奈良市中畑町280番地 

中畑町公民館 

令和3年7月6日 

（午前9時から午前 12時まで） 

奈良市米谷町566番地の1 

米谷町集会所 

令和3年7月6日 

（午後3時から午後 7時まで） 

（令和3年7月4日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 25号 

令和 3年 7月 11日執行の奈良市長選挙における開票事務は、公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 79条の規

定により選挙会事務と合同して行います。 

令和 3年7月4日 

奈良市選挙管理委員会    

委員長 西久保 武 志  

（令和3年7月4日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 26号 

令和 3年 7月 11日執行の奈良市議会議員選挙における開票事務は、公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 79

条の規定により選挙会事務と合同して行います。 

令和 3年7月4日 

                               奈良市選挙管理委員会    

                                委員長 西久保 武 志  

（令和3年7月4日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 27号 

令和 3年 7月 11日執行の奈良市長選挙及び奈良市議会議員選挙における本市の各投票区の投票管理者及びその

職務代理者を、次のように選任しました。 

令和 3年7月4日 

奈良市選挙管理委員会    

 委員長 西久保 武 志  
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奈良市選挙管理委員会    

 委員長 西久保 武 志  

 制限金額 18,600,000 円 

（令和3年7月4日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 33号 

 令和 3年 7月 11日執行の奈良市議会議員選挙における候補者 1人につき支出することができる選挙運動に関する

支出金額の制限額は次のとおりです。 

 令和 3年7月4日 

奈良市選挙管理委員会    

 委員長 西久保 武 志  

 制限金額 6,095,400 円 

（令和3年7月4日掲示済） 

 

奈良市長選挙選挙長告示第1号 

令和 3年7月11日執行の奈良市長選挙における選挙長の印を、次のように定めます。 

令和 3年7月4日 

                                    奈良市長選挙        

                                                選挙長 西久保 武 志  

次のよう省略 

（令和3年7月4日掲示済） 

 

奈良市長選挙選挙長告示第2号 

令和 3年7月11日執行の奈良市長選挙における選挙長の事務取扱場所を次のように定めます。 

令和 3年7月4日 

                                    奈良市長選挙        

                                                選挙長 西久保 武 志  

 1 令和3年7月4日 午前 8時30分から正午まで 

            奈良市二条大路南一丁目 1番1号 

            奈良市役所 中央棟6階 正庁 

 2 令和3年7月4日 正午以後 

            奈良市二条大路南一丁目 1番1号 

            奈良市役所 北棟4階 

            奈良市選挙管理委員会事務局 

（令和3年7月4日掲示済） 

 

奈良市長選挙選挙長告示第3号 

令和 3年 7月 11日執行の奈良市長選挙における公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 76条において準用する

同法第 62条第2項及び第4項の規定による選挙立会人を定めるくじを次の日時及び場所において行います。 

令和 3年7月4日 

                                          奈良市長選挙        

                                                選挙長 西久保 武 志  

日 時 令和3年7月9日 午前10時00分 

場 所 奈良市二条大路南一丁目 1番1号 

奈良市役所 北棟6階 第601会議室 

（令和3年7月4日掲示済） 

 

奈良市長選挙選挙長告示第4号 
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令和 3年7月11日執行の奈良市長選挙における候補者として、次のとおり届出がありました。 

令和 3年7月4日 

                                             奈良市長選挙        

                                                 選挙長 西久保 武 志  
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－ 70 － 
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（令和3年7月4日掲示済） 

 

奈良市議会議員選挙選挙長告示第 1号 

令和 3年7月11日執行の奈良市議会議員選挙における選挙長の印を次のように定めます。 

令和 3年7月4日 

                                              奈良市議会議員選挙   

                                                選挙長 植田  茂  

次のよう省略 

（令和3年7月4日掲示済） 

 

奈良市議会議員選挙選挙長告示第 2号 

令和 3年7月11日執行の奈良市議会議員選挙における選挙長の事務取扱場所を次のように定めます。 

令和 3年7月4日 

                                              奈良市議会議員選挙   

                                                選挙長 植田  茂  

1 令和3年7月4日 午前8時 30分から正午まで 

           奈良市二条大路南一丁目 1番1号 

           奈良市役所 中央棟6階 正庁 

2 令和3年7月4日 正午以後 

           奈良市二条大路南一丁目 1番1号 

           奈良市役所 北棟4階 

           奈良市選挙管理委員会事務局 

（令和3年7月4日掲示済） 

 

奈良市議会議員選挙選挙長告示第 3号 

令和 3年 7月 11日執行の奈良市議会議員選挙における公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 76条において準

用する同法第 62条第2項及び第 4項の規定による選挙立会人を定めるくじを次の日時及び場所において行います。 

令和 3年7月4日 

                                    奈良市議会議員選挙    

選挙長  植 田  茂  

日 時 令和3年7月9日 午前10時10分 

場 所 奈良市二条大路南一丁目 1番1号 

奈良市役所  北棟6階  第601会議室 

（令和3年7月4日掲示済） 

 

奈良市議会議員選挙選挙長告示第 4号 

令和 3年7月11日執行の奈良市議会議員選挙における候補者として、次のとおり届出がありました。 

令和 3年7月4日 

奈良市議会議員選挙    

選挙長 植 田  茂  
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令和 3年 8月 2日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 53号 

－ 73 － 
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（令和3年7月4日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 34号 

 令和 3年7月11日執行の奈良市長選挙における当選人の住所及び氏名は、次のとおりです。 

令和 3年7月12日 

                      奈良市選挙管理委員会    

             委員長 西久保 武 志  

1 当選人の住所 

  奈良市西大寺東町一丁目1番23-321号 

2 当選人の氏名 

  仲 川 元 庸 

（令和 3年7月12日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 35号 

令和 3年7月11日執行の奈良市議会議員選挙における当選人の住所及び氏名は、次のとおりです。 

令和 3年7月12日 

                                              奈良市選挙管理委員会    

                                                委員長 西久保 武 志  

1 当選人の住所及び氏名 別紙のとおり 
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（令和 3年7月12日掲示済） 

 

農 業 委 員 会 

奈良市農業委員会告示第 7号 

奈良市農業委員会令和 3年6月農業委員会総会の会議を次のとおり招集しますので、奈良市農業委員会総会会議規

則(昭和32年奈良市農業委員会告示第 3号)第2条第1項の規定により告示します。 

令和 3年7月7日 

奈良市農業委員会長 巽 一孝  

1 日時 

 令和 3年7月14日（水） 午後 1時30分 

2 場所 

 奈良市大宮町四丁目 313-3  

 三笠公民館 3階 集会室1．2 

3 審議案件  

・法令等に基づく事務関係 

（1）農地法（昭和27年法律第229号）第3条、第4条及び第5条に関する許可申請及び届出について 

（2）農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定による農用地利用集積計画について 

（3）奈良農業振興地域整備計画の変更協議に伴う意見について 

（4）農地法第18条第6項の規定による通知の受理について（6月専決処理分） 

（5）水田利用転換届出について（6月専決処理分） 

（6）知事許可について（6月許可分） 

・農政関係に関する事項 

（1）農地等の利用の最適化の推進施策に関する意見書について 

（2）令和3年遊休農地解消活動について 

（3）なら農業委員会だより第71号について 

（4）推進委員長・同副委員長及び担当部門委員の交代について 

（令和3年7月7日掲示済） 




